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校長が伝える

※今月の日曜当番医は9月26日（診療時間　9：00～15：00）

《広告》

障がいの状態になったら
に該当する可能性があります

障害年金障害年金

問 町民課 町民窓口係　☎42-2633

　国民年金に加入中（もしくは60歳以上65歳未満
で日本国内に住んでいて、老齢基礎年金を受給し
ていない）に初診日※のある病気やけがで、障害
等級 1 級または 2 級の障がいの状態になった人
は、障害基礎年金を受給できます。厚生年金保険
に加入中に初診日があるときは、障害厚生年金が
受給できます。
※初診日とは・・・障がいの原因となった病気や
けがで初めて医療機関にかかった日のこと

保険料の納付要件
　初診日のある月の 2 カ月前までの被保険者期間
のうち、保険料の納付済期間が 3 分の 2 以上ある
ことが必要です。ただし、特例として初診日が令
和 8 年 3 月31日までにある場合は、初診日のある
月の 2 カ月前までの直近 1 年間に保険料の未納が
なければ受給することができます。

国民年金加入前に
　　　　　障がいの状態になった人は
　国民年金に加入する20歳になる前に、障害等級
1 級または 2 級の障がいの状態になった人は、20
歳になったときから障害基礎年金を受給できま
す。
　ただし、本人に一定以上の所得がある場合は、
所得額に応じて全額または半額が支給停止になり
ます。

障害年金受給後に
　　　子が生まれた人にも加算があります
　障害基礎年金を受給する人に、生計を維持され
ている下記の子がいる場合は、子の人数に応じて
年金額に加算があります。
　また、障害基礎年金を受給するようになった後
に子が生まれ、生計を維持するようになった場合
にも加算されます。

■加算の対象になる子
・18歳になったあとの最初の 3月31日までの子
・20歳未満で、障害等級 1 級または 2 級の障がい
の状態にある子

－注意点－
　※障がいの程度で障害年金に該当していて
も、保険料の未納があると納付要件で該当
しないことがありますので、納付もしくは
免除申請を忘れずにしましょう。

　※障害等級 1級または 2級は、障害年金の障
害の程度のことです。身体障害者手帳の等
級と異なります。

国民年金だより

14広報まつまえ  令和3年9月号

さ
ら
に
魅
力
的
な
松
高
づ

く
り
で
ま
ち
を
元
気
に

　
こ
れ
ま
で
、
本
校
の
良
さ
が

町
民
の
皆
さ
ま
に
十
分
に
伝

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　「
松
前
高
校
に
ぜ
ひ
入
学
し

た
い
！
」「
子
ど
も
や
孫
を
松

前
高
校
に
ぜ
ひ
入
学
さ
せ
た

い
！
」
と
思
っ
て
も
ら
え
る
学

校
に
し
て
い
く
た
め
に
、
本
校

を
も
っ
と
町
民
の
皆
さ
ま
に
理

解
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
考
え
、
町
広
報
の
こ
の

コ
ー
ナ
ー
を
お
借
り
し
て
い
ま

す
。

　
本
校
を
さ
ら
に
魅
力
的
に

し
、
存
続
さ
せ
る
こ
と
で
、
ま

ち
の
元
気
や
活
気
に
つ
な
げ
た

い
と
真
剣
に
考
え
て
い
ま
す
！


